
当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出をしており
ます。
管理栄養士に管理された食事を、適時（夕飯は午
後6時ごろ）・適温で提供しております。
当院に入院し、食事の提供を受けられた場合には、
該当の所得区分により下記の金額をご負担いただ
きます。

入院中のお食事について

施設基準

区分 内容 1食の料金

A B,C,Dいずれにも該当しない者 ５５０円

B C,Dいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童又
は指定難病患者 ３３０円

C 低所得者Ⅱ
過去1年間の入院期間が90日以内 ２７０円

過去1年間の入院期間が90日超 ２２０円

D 低所得者Ⅰ １３０円

※詳細については病棟事務および入退院支援室スタッフにご相談ください。

※C,Dに該当する方は、標準負担額減額認定証をご提示いただくことで減額となります。

202６年６月1日より
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